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皆川病院居宅介護支援事業所
重要事項説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【令和6年　4月　１日　現在】

1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口

電話番号　　０１４３－８８－０７００　

担当者　            　　　管理者　　　　　　　　　

※ご不明な点は、お気軽におたずねください。

2. 皆川病院居宅介護支援事業所の概要

（1） 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

事業所名
医療法人社団　楽生会

皆川病院　居宅介護支援事業所

所在地 登別市中央町３丁目１９番地５

介護保険指定番号 ０１１３５１３２２０

サービスを提供する地域 登別市

※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

（２）事業所の職員体制

管理者・主任介護支援専門員 常勤１名

介護支援専門員 常勤１名

　
（３）営業時間

月～金曜日 午前9時から午後5時まで

休日 土曜・日曜･祝日･年末年始･お盆･開院記念日(7月1日)

当事業所の居宅介護支援の特徴等
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（１）運営方針

①事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

②事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に

応じて、複数のサービスや事業者の中から、利用者の選択に基づき、適切な保健

医療サービス及び、福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行うものとする。

③事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者が複数の事業所の紹介を求める事ができる事や、提供される指定

居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏する事

のないよう、公正中立に行い、その利用者からの求めに応じて、事業所を選択し

た理由を丁寧に説明するものとする。※希望に応じて、前6ヵ月間に作成された

ケアプランの総数のうち、訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与が、

それぞれ位置付けられたケアプランが占める割合、及び、同一の事業者によって

提供されたものが占める割合(上位3位まで)について説明をします。

④事業の実施にあたっては、市町村、医療機関、障害者自立支援法に規定する計画

相談支援事業者、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、他の

指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

⑤居宅介護支援を行うに当たっては、介護保険等関連情報等を活用し、ＰＤＣＡ

サイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善））を構築・

推進し、事業所が提供するサービスの質の向上に努めていくこととする。

（２）居宅介護支援の実施概要等

　　・状況把握、居宅サービス計画の作成、・居宅サービス事業者との連絡調整

・サービス実施状況把握、評価、利用者状況の把握

・主治の医師等への状況報告、居宅サービス計画書の交付

・給付管理、・認定申請に対する協力、援助

・障害福祉制度の相談支援専門員との連絡調整、・相談業務

（３）当法人の概要

法人名 医療法人社団　楽生会

理事長 皆川　和広

所在地 登別市中央町３丁目２０番地５

電話番号 ０１４３－８８－０１１１
設立年月日 平成１７年　１０月

その他の事業内容
病院、訪問介護事業所、
通所リハビリテーション事業所

３．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れ

利用の申込み
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サービス計画の作成

　　　　利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や、

解決すべき課題を分析します。施設への入所を

　　　　　　　　　　　　希望する場合には施設を紹介します。

　              ▼
在宅サービス事業者に関する情報を提供して、

利用者が事業者を選びます。一部の業者に偏る

事が無いように、利用者は複数の事業者の紹介を

求める事と、その事業所を計画に位置付けた理由を

求める事が可能です。

　              ▼
　　　　　　　　　　　　介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や

　　　利用者本人・家族も参加し、サービス担当者会議を

開催し意見交換等を行います。

　　　　　　   ▼
　　　　　　　　　　　　介護サービスの目標、サービスの種類・内容など

　　　　　　　　　　　　介護サービス計画はサービスを受ける利用者の

　　　　　　　　　　　　希望や心身の状態等を考慮して作ります。

　　　　　　　 ▼
　　　　　　　　　　　　計画内容が利用者の希望に沿っているか確認します。

介護保険負担割合証の記載に応じた負担でサービスが利用できます

　
※著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得る事を

前提として、上記のプロセスを簡素化する場合もあります。

▼
サービス開始以降、月に１回(必要があれば複数回)、ご自宅を訪問(又はテレビ

電話等)して、サービスの利用状況、健康や生活状況等の確認をさせて頂きます。

４．利用料金

（１）基本利用料

重要事項の説明利用
申込み

契　　約

状況の把握

居宅サービス
計画の原案作成

サービス事業者
との連携・調整

居宅サービス
計画の作成

利用者の同意

（契約書　第１１条）
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要介護１・２ １０８６単位／月居宅介護支援費　　　　(取

扱件数４５件未満) 要介護３・４・５ １４１１単位／月

※要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので

自己負担はありません。

（２）加算料金

初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　３００単位／月

入院時情報連携加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　 　２５０単位／月

入院時情報連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　   　２００単位／月

退院・退所加算(カンファレンス無)４５０単位／１回目、６００単位／２回目　　　　　　　　　

　 　　

(カンファレンス有)６００単位／１回目、７５０単位／２回目、９００単位／３回目

緊急時等居宅カンファレンス加算　　　　　　　　 　　２００単位／回

ターミナルケアマネジメント加算　　　　　　　　　　 ４００単位／月

特定事業所加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　 　　５１９単位／月

特定事業所加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　 　　４２１単位／月

特定事業所加算（Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　 　　３２３単位／月

特定事業所加算（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　 １１４単位／月

特定事業所医療介護連携加算　　　　　　　　　　　　 １２５単位／月

通院時情報連携加算　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０単位／月

高齢者虐待防止措置未実施減算　　所定単位数の１／１００単位減算／月

業務継続計画未策定減算　　　　　所定単位数の１／１００単位減算／月

特定事業所集中減算　　　　　　　　　　　　　　 ２００単位減算／月

運営基準減算　　　　　　　　 所定単位数の５０／１００単位減算／月

利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合
所定単位数の９５／１００単位算定／月

※上記の基本料金及び加算料金については介護保険制度から全額給付されます

ただし、保険料の滞納等により、保険給付が直接事業者に支払われない場合は基本料金と一緒にいただ

き、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日、市町村（保険者）

の窓口に提出しますと、

全額払戻しを受けられます。

（３）交通費
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サービスを提供する地域（登別市）にお住いの方の交通費はいただきません。それ以外の地域の方は介

護支援専門員が訪問するための交通費の実費が必要です。

（４）解約料

利用者はいつでも契約を解約することができます。解約料はいただきません。

５．サービスの利用方法

サービスの利用開始

お電話等でお申込みください。当事業所職員がお伺いいたします。

契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。

医療機関へ入院した場合
入院期間の長短を問わず、担当ケアマネジャーへ連絡をお願いします。

また、入院をされた場合には、担当ケアマネジャーの氏名や連絡先等の

情報を医療機関へお伝えいただくようお願いします。

サービスの終了

1 利用者の都合　　　　文書等での申し出によりいつでも解約できます。

2 当事業所の都合　　　人員不足等やむを得ない事情により、サービスの

提供を終了させていただく場合があります。その

場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知すると

ともに、近隣地域の他の居宅介護支援事業を紹介

致します。

3  自動終了 　　　　（ア）利用者が介護保険施設に入所した場合、又は

　　　　　　　　　　　　小規模多機能型居宅介護施設を利用する場合
　　　　　　　　　　 （イ）利用者が入院し、居宅サービスの利用の

見込みが無い場合

（３ヶ月程度を目安に判断させて頂きます）

　　　　　　　　　　 （ウ）介護保険給付でサービスを受けていた利用

者の要介護認定区分が、非該当（自立）・

要支援１・要支援２と認定された場合

（エ）利用者が亡くなった場合

（契約書　第１２条）

次の場合は、双方の通知が
なくても自動的にサービス
を終了いたします。
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④ その他　　　　　 　利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員

に対して、この契約を継続し難いほどの著しい

迷惑行為(身体的暴力、精神的暴力、ハラスメント等

(パワー、セクシャル、カスタマー等))を行った

場合は文書等で通知することにより、即座に

サービスを終了させて頂く場合があります。

６．緊急時の対応　（契約書　第１３条）

　　訪問中に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やか

　に主治医または家族等に連絡を取る等必要な措置を講じます。

７．個人情報の保護について　（契約書　第１５条）

1. 事業者は利用者個人の情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し

適切な取り扱いに努めます。

2. 事業者が得た利用者の個人情報については、居宅サービス計画の作成や計画に位置づけた指定居

宅サービス等の提供が確保されるよう主治の医師等、歯科医師、薬剤師やサービス提供事業者、

障害福祉サービスを利用している場合には障害福祉制度の相談支援専門員等との連携調整等以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者及び

家族またはその代理人の了承を得るものとします。

８．秘密保持について　（契約書　第１６条）

1. 事業者の、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供を

する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

この守秘義務は契約終了後も同様です。

2. 事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情

報を用いません。

3. 事業者は、利用者の家族から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の

個人情報を用いません。

９．事故発生時の対応について　（契約書　第１４条）

1. 事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、

速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告いたします。

2. 事故などにより要介護認定等に影響する可 能性がある場合には市町村（保険者）に事故の概要
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を報告いたします。

１０．感染症対策について　（契約書　第１７条）

1．感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し、

おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行

する時期等を勘案して必要に応じ随時開催します。

2．感染症の予防及びまん延の防止のための指針の作成をします。

3．感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施をいたし

ます。

１１．虐待防止対策について　（契約書　第１８条）

1．虐待防止検討委員会の設置と定期的な開催をします。

2．虐待防止の為の指針の作成をします。

3．虐待防止の為の従業者に対する研修を実施します。

4．虐待防止に関する措置を適切に実施する為の担当者を設置します。

１２．事業継続に向けた対策について　（契約書　第１９条）

事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサー

ビスの提供を受けられるよう、居宅介護支援の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業

務継続計画に従い、職員に対し必要な研修及び訓練を実施し、感染症や災害

発生時においても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築できる

よう、定期的な研修や訓練の実施をおこなう事とします。

１３．ハラスメント対策について　（契約書　第２０条）

事業者は、職場の上司・同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものを

含め、ハラスメント(パワー、セクシャル、カスタマー等)、及び妊娠・出産・

育児休業等に関するハラスメント等を防止するための事項を定めています。

１４．身体的拘束について （契約書　第２１条）
　　　

事業所はサービスの提供に当たっては、生命又は身体を保護する為、緊急で

やむを得ない場合を除き、身体的拘束、その他、 利用者の行動を制限する行為を行いません。
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１５．サービス内容に関する苦情相談窓口 （契約書　第２２条）
　　　

当事業所が提供したサービス、または居宅サービス計画に基づいて提供

された居宅サービスに関する苦情や相談については、下記窓口までご連絡

下さい。速やかに対応いたします。また、市町村や国民健康保険団体連合会

等にも相談窓口がありますので、ご活用ください。

●事業所の苦情相談受付窓口
　
　担　当　　皆川病院　居宅介護支援事業所　管理者　金野　一義

　　　　　　電話番号　０１４３－８８－０７００

　　　　　受付時間　月～金曜日　　　９：００～１７：００
　　　　　　　　　　ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆・

開院記念日（７月１日は休業となっております）

●行政機関、その他の苦情相談受付窓口

登別市役所　保健福祉部　高齢・介護グループ

電話番号　０１４３－８５－５７２０

　北海道国民健康保険団体連合会　苦情係

　　　　電話番号　０１１－２３１－５１７５

１６．第三者評価の実施状況
　

第三者評価の実施 あり　・　なし

１７．要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項について

利用者が要介護認定申請後、認定結果が出るまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険によ
る適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行
う場合の説明をいたします。

1 提供する居宅介護支援サービスについて
（１）利用者が要介護認定までに、居宅サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結の日

から１４日以内に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のた
めの支援を行います。

（２）居宅サービス計画の作成にあたっては、認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づ
けることのないよう配慮しながら計画の作成に努めます。

（３）作成した居宅サービス計画については、要介護認定後に利用者等の
意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
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2 要介護認定後の契約の継続について
（１）要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を

行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を
解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料は
いただきません。

（２）利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、
ここに定める内容については終了することとなります。

3 要介護認定の結果、自立（非該当）または要支援となった場合の利用料について
要介護認定の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合には、利用料をいただきません。

4 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

（１）要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合には、要介護認定前に、提供された居宅介護サー
ビスに関する利用料は、全額を原則的に利用者にご負担いただくこととなります。

（２）要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場
合には、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者にご負担いただくこととなりま
す。

居宅介護支援の提供開始にあたり、事業者は利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。

事業者

　　　　　　所在地　　　登別市中央町３丁目１９番地５

　　　　　　名　称　　　医療法人社団　楽生会

皆川病院　居宅介護支援事業所

　　　　　　管理者　　　　　　　　

　　　　　　説明者　　　　　　　　

上記の重要事項を証する為、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名の上、
1通ずつ保有するものとします。

令和　　　年　　　　月　　　　日

利用者　　　　　住　所　　                              　　　　　
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氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

家　族（代理人）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


